
船舶事故調査報告書 

令和７年１月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和５年１月１８日 ０３時５５分ごろ 

発生場所 宮城県仙台塩釜港（砂押
すなおし

貞山
ていざん

運河） 

仙台北防波堤灯台から真方位３４２°１,８１０ｍ付近 

 （概位 北緯３８°１７.１′ 東経１４１°０２.１′） 

事故の概要  漁船未至
み よ し

丸は、南南西進中、また、プレジャーボートゆう陽
ひ

は、北

東進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和５年１月２６日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 未至丸、１.６トン 

   ＭＧ３－３２９３２（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ プレジャーボート ゆう陽、０.９トン 

   ２１０－６０３２７宮城、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型 

 負傷者 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 ３人（船長Ｂ、知人２人） 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 

Ｂ 右舷船首部外板に擦過傷等 

 気象・水象 

 

気象：天気 曇り、風向 南西、風力 １、視界 良好 

水象：水上 平穏 

 事故の経過 

 

Ａ船は、法定灯火を表示し、船長Ａが１人で乗り組み、仙台塩釜港

仙台区南方沖の漁場に向け、砂押貞山運河（以下「本件運河」とい

う。）を手動操舵により約５ノット（kn）の速力（対地速力、以下同

じ。）で南南西進中、船長Ａが、至近となったＢ船を認め、機関を中

立としたが間に合わず、船首部とＢ船の右舷船首部とが衝突した。 

 船長Ａは、本事故が発生した時間帯に本件運河を航行している他船

を見掛けたことがなく、前路に他船はいないと思い、周囲の見張りが

おろそかになっていたので、衝突する直前までＢ船に気付かなかっ

た。 

Ｂ船は、法定灯火を表示し、船長Ｂが１人で乗り組み、知人２人を

乗せ、釣りを終えて本件運河にある係留地に向け、手動操舵により約

５kn の速力で北東進中、船長Ｂが左舷船首方から接近するＡ船を認め

たが、いずれＡ船がＢ船の左舷側を通過していくと思い、機関を中立

として減速した。 

Ｂ船は、Ａ船がその後も進路に変化がないまま接近し、船長Ｂが、



このままでは衝突すると思い、左舵を取って機関を前進にかけたが間

に合わず、右舷船首部とＡ船の船首部とが衝突した。 

船長Ｂは、ふだん運河内で他船と行き会った際には互いに右側通行

で避けていたので、本事故当時もいずれＡ船がＢ船と左舷を対して通

過していくものと思っていた。 

Ｂ船には、汽笛がなく、船長Ｂが着用していた救命胴衣の笛を備え

ていたが、携帯式エアホーン等のより効果が期待できる手段を備えて

いなかった。 

（付図１ 航行概略図 参照） 

分析  Ａ船は、本件運河を南南西進中、船長Ａが、前路に他船はいないと

思い込み、周囲の見張りを適切に行っていなかったことから、衝突す

る直前までＢ船の存在に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられ

る。 

Ｂ船は、本件運河を北東進中、船長Ｂが、Ｂ船に向かって接近する

Ａ船を認めた際、Ａ船がＢ船と左舷を対して通過すると思い、注意喚

起を行わなかったことから、避航動作が遅れ、Ａ船と衝突したものと

考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本件運河において、Ａ船が南南西進中、Ｂ船が北

東進中、船長Ａが、周囲の見張りを適切に行っていなかったため、衝

突する直前までＢ船の存在に気付かず、また、船長Ｂが、Ａ船がＢ船

と左舷を対して通過すると思い、注意喚起を行わなかったため、避航

動作が遅れ、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、ふだん他船が航行するのを見掛けたことがない時間帯に

操船する場合においても、他船がいないものと思い込まず、常時

周囲の適切な見張りを行うこと。 

・船長は、接近する相手船の操船意図が分からない場合、予断を持

たず、汽笛を鳴らしたり、有効な音響等による信号を行ったりす

ることにより、相手船に適切な行動をとるように促すとともに、

衝突を避ける際には、余裕を持って避航動作をとること。 

・汽笛を備えていない小型船舶の船長は、適切な時機に有効な音響

による信号で注意喚起を行うことができるよう、携帯式エアホーン

等を備えておくことが望ましい。 

・夜間航行する小型船舶の船長は、他船に衝突を避けるための注意

喚起を行うことができる携帯式サーチライト（懐中電灯等）を備

えておくことが望ましい。 

 



付図１ 航行概略図 
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